
■ J:COM ガス supplied by 東京ガス （選択約款）－群馬地区－ 

（暖らんぷらんコース） 

変更後 変更前 変更 

【全コース共通】 

1.対象となるお客さま 

この選択約款は、J:COM ガス supplied by 東京ガス基本約款（以下、「ガス基本約

款」といいます。）で定義する託送供給約款別表第 12 の供給区域で「群馬地区他」に

位置付けられ、かつ、３の適用条件を満たすお客さまに適用いたします。なお、この選択

約款は、当社のガス基本約款とあわせて適用いたします。 

 

2.用語の定義 

この選択約款およびガス基本約款にもとづくガス需給契約（以下「ガス需給契約」といいま

す。）において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

 

 

4.料金 

当社は別表の料金表を適用して、ガス基本約款の規定により算定した使用量にもとづき、

その料金算定期間の料金を算定いたします。 

 

 

5.単位料金の調整 

（2）(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとお

りといたします。 

①基準平均原料価格（トンあたり） 

84,510 円 

 

  ②平均原料価格（トンあたり） 

（算式） 

【全コース共通】 

1.対象となるお客さま 

この選択約款は、東京ガスが定める最終保障供給約款別表第１の供給区域で「群馬地

区」に位置付けられ、かつ、３の適用条件を満たすお客さまに適用いたします。なお、この

選択約款は、当社の J:COM ガス supplied by 東京ガス基本約款とあわせて適用い

たします。 

 

2.用語の定義 

この選択約款および J:COM ガス supplied by 東京ガス基本約款にもとづくガス需給契

約（以下「ガス需給契約」といいます。）において使用する用語の定義は、次のとおりとい

たします。 

 

4.料金 

当社は別表の料金表を適用して、J:COM ガス supplied by 東京ガス基本約款の規定

により算定した使用量にもとづき、その料金算定期間の料金を算定いたします。なお、消

費税率が改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算いたします。 

 

5.単位料金の調整 

（2）(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとお

りといたします。 

①基準平均原料価格（トンあたり） 

54,870 円 

 

  ②平均原料価格（トンあたり） 

   （算式） 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 



平均原料価格＝トンあたりＬＮＧ平均価格×0.9326 

＋トンあたりＬＰＧ平均価格×0.0538 

 

6.割引制度 

（7）当社に割引制度適用に関する違反があった場合、またはお客さまのガス使用状況に

変更がある場合には、お客さまのお申し出にもとづき、割引制度の適用を終了いたしま

す。 

（8）お客さまに割引制度適用に関する違反があった場合（(1)の適用条件を満たさなく

なった場合を含みます。）には、当社の申し出にもとづき、割引制度の適用を終了いたし

ます。なお、(1)の適用条件を満たさなくなった場合、お客さまは、当社にただちにその旨を

連絡していただきます。 

 

7.精算 

（1）ガス基本約款 10(4)の規定にかかわらず、お客さまが３の適用条件を満たさずにガ

スをご使用の場合、当社は条件を満たさなくなった時点までさかのぼって、 J :COM ガス 

supplied by 東京ガス 一般コース（選択約款）ー群馬地区ーの規定にもとづき算定

した料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を申し受けます。 

 

8.その他 

その他の事項については、ガス基本約款を適用いたします。 

 

 

（別表第 2） 

（２）料金表 

① 料金表Ａ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
909.00 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

平均原料価格＝トンあたりＬＮＧ平均価格×0.9206 

＋トンあたりＬＰＧ平均価格×0.0405 

 

6.割引制度 

（7）当社に割引制度適用に関する違反があった場合、またはお客さまのガス使用状況に

変更がある場合には、お客さまのお申し出にもとづき、割引制度の適用を終了できるもの

といたします。 

（8）お客さまに割引制度適用に関する違反があった場合（(1)の適用条件を満たさなく

なった場合を含みます。）には、当社の申し出にもとづき、割引制度の適用を終了できる

ものといたします。なお、(1)の適用条件を満たさなくなった場合、お客さまは、当社にただ

ちにその旨を連絡していただきます。 

 

7.精算 

（1）J:COM ガス supplied by 東京ガス基本約款 10(4)の規定にかかわらず、お客さ

まが３の適用条件を満たさずにガスをご使用の場合、当社は条件を満たさなくなった時点

までさかのぼって、一般ガス供給約款の規定にもとづき算定した料金とすでに料金としてお

支払いいただいた金額との差額を申し受けます。 

 

8.その他 

その他の事項については、J:COM ガス supplied by 東京ガス基本約款を適用いたしま

す。 

 

（別表第 2） 

（２）料金表 

①料金表Ａ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
759.00 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 



b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
173.34 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

②料金表Ｂ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
1,446.10 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
151.79 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

③料金表Ｃ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
7,762.30 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
139.17 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

（別表第３） 

（２）料金表 

 

① 料金表Ａ 

a. 基本料金 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
147.23 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

②料金表Ｂ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
1,296.10 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
125.68 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

③料金表Ｃ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
7,612.30 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
113.06 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

（別表第３） 

（２）料金表 

 

①料金表Ａ 

a. 基本料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
909.00 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
173.34 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

②料金表Ｂ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
1,417.20 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
148.44 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

③料金表Ｃ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
1,818.92 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
143.39 円 

（消費税等相当額を含みます。） 
 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
759.00 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
147.23 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

②料金表Ｂ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
1,267.20 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
122.33 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

③料金表Ｃ 

a. 基本料金 

 

１か月およびガスメーター

１個につき 
1,668.92 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

b. 基準単位料金 

 

１立方メートルにつき 
117.28 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


